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１．整備の趣旨　

　　・研究費の不正使用・不正経理を防止するために、

　　 　 物品の納品検収の整備を図る

２．整備の内容　

　　・検収センターの設置

　　　 本学の発注に基づく、納品の事実確認を一元的に

　　　 行うこととする。
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３．物品納品検収の整備　

・本学では、物品購入の適正を図ることを目的として、納品事実の確認

　を検収センター職員が行うこととなります。

・検収センター職員は、各部局等の事務職員及び契約グループ事務職員

　で経理責任者から任命された事務職員となります。

・本学の全ての物品等の納入については、検収センター職員が確認する

　こととなります。

・検収センター職員の確認のないものは本学への納品として認めないこ

　ととなり、本学から支払いすることができなくなります。
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４．物品納品の流れ　

発注依頼者発注依頼者発注依頼者発注依頼者（（（（教員等教員等教員等教員等））））

物品の確認
機能の確認

納品書納品書納品書納品書のののの
送付送付送付送付

納品納品納品納品

特殊特殊特殊特殊なななな物品等物品等物品等物品等

通常物品通常物品通常物品通常物品 納品納品納品納品納品業者納品業者納品業者納品業者

納品事実の確認

検収検収検収検収センターセンターセンターセンター職員職員職員職員

検収担当者検収担当者検収担当者検収担当者

（（（（納入場所納入場所納入場所納入場所でででで任命任命任命任命されたされたされたされた者者者者））））

発注書・現品の照合

発注書・現品の照合

納品事実の確認
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５．納品書への記載　
　

納納納納　　　　　　　　品品品品　　　　　　　　書書書書

Ａ試薬　　　　８本

Ｂ試薬　　　１７本

平成１９年○月○日

×××××株式会社

代表取締役　△△　△△

上記のとおり納品いたします。

検収検収検収検収センターセンターセンターセンター
職員職員職員職員のののの検収検収検収検収
確認印確認印確認印確認印がながながながな
いいいい納品書納品書納品書納品書はははは
本学本学本学本学へのへのへのへの納納納納
品品品品とととと認認認認めなめなめなめな
いいいい

業者が必ず納品
日を記入する。

○○○○○○○○学部検収員学部検収員学部検収員学部検収員
１１１１

19. 2.- 6

検収

・・・・ 物品納入物品納入物品納入物品納入のののの際際際際にはにはにはには，，，，必必必必ずずずず納品書納品書納品書納品書をををを提出提出提出提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

・・・・ 宅配便等宅配便等宅配便等宅配便等をををを利用利用利用利用するするするする直送直送直送直送のののの場合場合場合場合にもにもにもにも納品書納品書納品書納品書をををを在中在中在中在中してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

・・・・　　　　納品書納品書納品書納品書はははは，，，，業者業者業者業者のののの納品書納品書納品書納品書をををを使用使用使用使用してくださいしてくださいしてくださいしてください

・・・・　　　　日付日付日付日付はははは必必必必ずずずず記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください

・・・・　　　　納品書納品書納品書納品書のののの再発行再発行再発行再発行はははは、、、、再発行再発行再発行再発行のののの旨記載旨記載旨記載旨記載してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。



5

６．物品購入手続き　

教員等教員等教員等教員等

教員等教員等教員等教員等

会計事務職員会計事務職員会計事務職員会計事務職員
（（（（調達担当者調達担当者調達担当者調達担当者））））

会計事務職員会計事務職員会計事務職員会計事務職員
（（（（調達担当者調達担当者調達担当者調達担当者）））） 納品業者納品業者納品業者納品業者

納品業者納品業者納品業者納品業者

　　　　　　　　検収担当者検収担当者検収担当者検収担当者　　　　　　　　　　　　
　（　（　（　（納品場所納品場所納品場所納品場所でででで任命任命任命任命））））

検収検収検収検収センターセンターセンターセンター
職員職員職員職員

会計事務職員会計事務職員会計事務職員会計事務職員

教員等教員等教員等教員等

教員等教員等教員等教員等

購入依頼 発注 納品 納品

納品

納品

納品書送付
発注購入依頼

検収担当者検収担当者検収担当者検収担当者がががが異異異異なるなるなるなる

【【【【通常通常通常通常のののの購入手続購入手続購入手続購入手続きききき】】】】（（（（通常納品通常納品通常納品通常納品））））

【【【【通常通常通常通常のののの購入手続購入手続購入手続購入手続きできできできで会計事務職員会計事務職員会計事務職員会計事務職員がががが検収検収検収検収できないできないできないできない物品物品物品物品】】】】
（（（（特殊特殊特殊特殊なななな物品等物品等物品等物品等））））
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７．納品から支払までの手続き　

納品業者納品業者納品業者納品業者

納納納納 品品品品

納品書納品書納品書納品書のののの送付送付送付送付

　　　　検収検収検収検収センターセンターセンターセンター職員職員職員職員

①①①①納品納品納品納品のののの事実確認事実確認事実確認事実確認

②②②②納品書納品書納品書納品書へのへのへのへの押印押印押印押印

発発発発　　　　　　　　　　　　注注注注

請求書請求書請求書請求書のののの送付送付送付送付

納品書納品書納品書納品書のののの送付送付送付送付

会計事務職員会計事務職員会計事務職員会計事務職員
（（（（調達担当者調達担当者調達担当者調達担当者））））

①①①①納品書納品書納品書納品書のののの押印確認押印確認押印確認押印確認

②②②②請求書請求書請求書請求書とととと納品書納品書納品書納品書のののの確認確認確認確認

③③③③支払伝票支払伝票支払伝票支払伝票のののの作成作成作成作成

支払伝票支払伝票支払伝票支払伝票のののの送付送付送付送付

支払担当係支払担当係支払担当係支払担当係

納入業者納入業者納入業者納入業者へのへのへのへの支払処理支払処理支払処理支払処理

発注書発注書発注書発注書のののの送付送付送付送付
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８．支払の手続き　

納品業者納品業者納品業者納品業者

請求書請求書請求書請求書
のののの送付送付送付送付

調達担当係調達担当係調達担当係調達担当係 支払担当係支払担当係支払担当係支払担当係

支払伝票支払伝票支払伝票支払伝票
のののの送付送付送付送付

支払伝票支払伝票支払伝票支払伝票のののの作成作成作成作成 当月分当月分当月分当月分のののの請求書請求書請求書請求書のののの
　　　　　　　　支払処理支払処理支払処理支払処理

大学大学大学大学のののの会計業務会計業務会計業務会計業務

振込振込振込振込データデータデータデータ
のののの送付送付送付送付

銀銀銀銀　　　　行行行行

送金送金送金送金

納品業者納品業者納品業者納品業者

翌月翌月翌月翌月のののの末日末日末日末日にににに指定口座指定口座指定口座指定口座へへへへ振振振振りりりり込込込込みみみみ

・・・・　　　　本学本学本学本学からからからから業者等業者等業者等業者等へのへのへのへの支払支払支払支払いはいはいはいは、、、、本学本学本学本学へへへへ納品納品納品納品されたされたされたされた物品検収物品検収物品検収物品検収をををを行行行行ったものったものったものったもの

　　　　　　　　についてについてについてについて、、、、適正適正適正適正なななな請求書請求書請求書請求書にににに基基基基づきづきづきづき支払支払支払支払うこととなりますうこととなりますうこととなりますうこととなります　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→→→→　　　　後払後払後払後払いをいをいをいを原則原則原則原則としていますとしていますとしていますとしています

・・・・　　　　本学本学本学本学からからからから業者等業者等業者等業者等へのへのへのへの入金入金入金入金はははは，，，，月末月末月末月末までのまでのまでのまでの請求書請求書請求書請求書をををを取取取取りまとめりまとめりまとめりまとめ　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　翌月翌月翌月翌月のののの末日末日末日末日にににに指定口座指定口座指定口座指定口座へへへへ振振振振りりりり込込込込みますみますみますみます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→→→→　　　　原則原則原則原則、、、、月月月月１１１１回回回回のののの支払支払支払支払いとなりますいとなりますいとなりますいとなります
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９．不正に関与した業者の処分　

　不正行為を防止するためには、本学の職員はもちろんのこと、取引に関わる業者の

方々にも誠実な対応が求められます。

　万が一、架空取引などの不正行為に関与した場合、当該業者には厳正な処分を行い

ます。　　　　　　　　　　　

　納品の事実を偽る、架空請求を行うなどの不正行為を行った場合は取引停止の処分

となります。

　なお、本学との取引において、法令違反かどうかなどの相談については下記窓口に

ご相談ください。

○コンプライアンス相談窓口（法令違反関係）　tel 087-832-1199 fax 087-832-1053

○研究費相談窓口（研究費の使用関係）　　 tel 087-832-1311 fax 087-832-1319
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国立大学法人香川大学国立大学法人香川大学国立大学法人香川大学国立大学法人香川大学におけるにおけるにおけるにおける建設工事及建設工事及建設工事及建設工事及びびびび物品購入等契約物品購入等契約物品購入等契約物品購入等契約にににに係係係係るるるる取引停止等取引停止等取引停止等取引停止等のののの取扱要領取扱要領取扱要領取扱要領

　　【目的】

　第１　この要領は、国立大学法人香川大学（以下「大学法人」という。）における建設工事（設計・コンサルティング業務を含む。）、物

　　　品の購入、製造及び役務その他の契約（以下「契約」という。）に関し、国立大学法人香川大学契約事務取扱規程第６条に規定するも

　　　ののほか、取引停止その他の措置を講じる必要が生じた場合の取扱いを定めることを目的とする。

　　【定義】

　第２　この要領において「取引停止」とは、一般競争契約における競争参加の停止、指名競争契約における指名停止及び随意契約における

　　　業者選定の停止をいう。

　　【取引停止の措置】　

　第３　学長は、一般競争（指名競争）参加資格を有する者及びその他の者（以下「業者」という。）が次の各号の一に該当する場合は、情

状に応じて別表各号及びこの要領に定めるところにより期間を定め、契約に係る業者の取引停止を行うことができるものとする。

　　　(1) 大学法人が発注する契約に係る業者が別表各号の措置要件に該当することとなる場合

　　　(2) 大学法人が発注する契約の相手方となる可能性を有する業者が別表各号の措置要件に該当することを、他の公共機関からの情報等

　　　　　により知り得た場合

　２ 前項に掲げる場合のほか、学長が特に必要と認める場合は取引停止を行うことができるものとし、この場合における取引停止の期間は

　　その都度定めるものとする。

　　【下請負人に関する取引停止】

　第４　学長は、第３の規定により取引停止を行う場合において、当該取引停止について責を負うべき下請負人があることが明らかになった

　　　ときは、当該下請負人について、当該取引停止をされる業者の取引停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、取引停止を併せて

　　　行うものとする。　　
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　【共同企業体に関する取引停止】

　第５　学長は、第３の規定により共同企業体について取引停止を行うときは、当該共同企業体の構成員（明らかに当該取引停止について責

　　　を負わないと認められる者を除く。）について、当該共同企業体の取引停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、取引停止を併

　　　せて行うものとする。

　２　学長は、第３、第４及び前項の規定による取引停止に係る業者を構成員に含む共同企業体について、当該取引停止の期間の範囲内で情

　　状に応じて期間を定め、取引停止を行うことができるものとする。

　　【取引停止の期間の特例】

　第６　業者が１の事案により別表各号の措置要件の２以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長い

　　　ものをもってそれぞれ取引停止期間の短期及び長期とする。

　２　業者が次の各号の１に該当することとなった場合における取引停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の２倍（当初の取

　　引停止の期間が１か月に満たないときは１．５倍）の期間とする。

　　(1) 別表各号の措置要件に係る取引停止の期間の満了後１か年を経過するまでの間（取引停止の期間中を含む。）に、それぞれ別表各号

　　　の措置要件に該当することとなったとき。

　　(2) 別表第11号及び第12号又は第13号から第17号までの措置要件に係る取引停止の期間の満了後３か年を経過するまでの間に、それぞれ

別表第11号及び第12号又は第13号から第17号までの措置要件に該当することとなったとき（前号に掲げる場合を除く。）。

　３　学長は、業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前２項の規定による取引停止の期間の短期未満の期間を定

　　める必要があるときは、取引停止の期間を当該短期の２分の１まで短縮することができるものとする。

　４　学長は、業者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第１項の規定による長期を

　　超える取引停止の期間を定める必要があるときは、取引停止の期間を当該長期の２倍（当該長期の２倍が２４か月を超える場合は２４か

　　月）まで延長することができるものとする。

　５　学長は、取引停止の期間中の業者について情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前

　　各項に定める期間の範囲内で取引停止の期間を変更することができるものとする。

　６　学長は、取引停止の期間中の業者が、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該業者について取引停

　　止を解除するものとする。
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　　【随意契約の相手方の制限】

　第７　学長は、取引停止期間中の業者であっても、当該業者からでなければ給付を受けることができない等特別の事情があると認められる

　　　場合は、当該事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。

　　【独占禁止法違反等の不正行為に対する取引停止の期間の特例】

　第８　学長は、第３の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより取引停止を行う際に、業者が私的独占の禁止及び公正取引の

　　　確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）違反等の不正行為により次の各号の１に該当することと

　　　なった場合には、取引停止の期間を加重することができるものとする。

　　(1) 談合情報を得た場合、又は大学法人の役員若しくは職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、業者が当該談合を行ってい

　　　ないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第14号、第15号又は第17号に該当したとき。

　　(2) 別表第13号から第17号までに該当する業者（その役員又は使用人を含む。）について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定

した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売入札妨害（刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の３第１項に規

定する罪をいう。以下同じ。）若しくは談合（刑法第９６条の３第２項に規定する罪をいう。以下同じ。）に係る確定判決において、

当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき（前号に掲げる場合を除く。）。

　　(3) 別表第13号、第14号又は第17号に該当する業者について、独占禁止法第７条の２第６７項の規定の適用があったとき（前２号に掲げ

る場合を除く。）。

　　(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律（平成１４年法律第１０１号）第３条第４項に基づく各省各庁の長等による調査の

　　　結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかになったときで、当該関与行為に関し、別表第13号、第14号又は第17号に

該当する業者に悪質な事由があるとき（第１号から前号までの規定に該当することとなった場合を除く。）。

　　(5) 大学法人の役員若しくは職員又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を

　　　提起されたときで、当該役員又は職員の容疑に関し別表第15号から第17号までに該当する業者に悪質な事由があるとき（第１号又は第

２号の規定に該当することとなった場合を除く。）。
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　　【指名等の取消し】

　第９ 学長は、取引停止された業者について、競争入札の指名を行い、又は見積書の提出を依頼している場合は、当該指名等を取消すもの

　　　とする。

　　【下請等の禁止】

　第10　学長は、取引停止の期間中の業者が大学法人発注の契約に係る工事又は製造等の全部又は一部を下請けすることを認めないものとす
　　　る。ただし、当該業者が取引停止の期間の開始前に下請けしている場合は、この限りでないものとする。

　　【取引停止の通知等】

　第11　学長は、第３の規定により取引停止を行い、第６第５項の規定により取引停止の期間を変更し、又は第６第６項の規定により取引停

　　　止を解除したときは、当該業者に対し遅滞なく通知するものとする。

　２　学長は、前項の措置を講じた場合は、当該措置を講じることとなった情報が文部科学省からの通知による場合を除き、建設工事につい

　　ては文部科学省大臣官房文教施設企画部へ、物品の購入、製造及び役務その他の契約については、文部科学省大臣官房会計課へ事実関係

　　の概要、措置の相手方、措置の内容及びその理由その他必要事項を通知するものとする。

　　【取引停止に至らない事由に関する措置】

　第12　学長は、取引停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行

　　　うことができるものとする。

　　【その他】

　第13　この要領に定めるもののほか、取引停止に関し必要な事項は別に定める。

　　　　附　則

　　この要領は、平成19年８月１日から施行する。
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　　　　　附　則

　　この要領は、平成22年１月15日から施行する。

　　　　　附　則

　　この要領は、平成23年４月１日から施行する。
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別表

措 置 要 件 期 間

（虚偽記載）

１ 大学法人発注の契約に係る手続きにおいて、一般競争（指名 当該認定をした日か

競争 参加資格審査申請書その他の調査資料に虚偽の記載をし ら１か月以上６か月） 、

契約の相手方として不適当であると認められるとき。 以内

２ 他の公共機関における契約に係る手続きにおいて、一般競争 当該認定をした日か

（指名競争）参加資格審査申請書その他の調査資料に虚偽の記 ら１か月以上３か月

載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 以内

（過失による粗雑な契約の履行）

３ 大学法人発注の契約の履行に当たり、過失により当該契約の 当該認定をした日か

履行を粗雑にしたと認められるとき（かしが軽微であると認め ら１か月以上６か月

られるときを除く 。 以内。）

４ 他の公共機関における契約の履行に当たり、過失により履行 当該認定をした日か

を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められると ら１か月以上３か月

き。 以内

（契約違反）

５ 第３号に掲げる場合のほか、大学法人発注の契約の履行に当 当該認定をした日か

たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認め ら２週間以上４か月

られるとき。 以内

６ 第４号に掲げる場合のほか、他の公共機関における契約の履 当該認定をした日か

行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当である ら２週間以上２か月

と認められるとき。 以内

（安全管理の不適切により生じた公衆損害事故）

７ 大学法人発注の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適 当該認定をした日か

切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は ら１か月以上６か月

損害（軽微なものを除く ）を与えたと認められるとき。 以内。

８ 他の公共機関における契約の履行に当たり、安全管理の措置 当該認定をした日か

が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさ ら１か月以上３か月

せ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると 以内

認められるとき。

（安全管理措置の不適切により生じた履行関係者事故）

９ 大学法人発注の契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適 当該認定をした日か

切であったため、履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた ら２週間以上４か月

と認められるとき。 以内

10 他の公共機関における契約の履行に当たり、安全管理の措置 当該認定をした日か

が不適切であったため、履行関係者に死亡者又は負傷者を生じ ら２週間以上２か月

させた場合において 当該事故が重大であると認められるとき 以内、 。

措 置 要 件 期 間

（贈賄）

11 次のイ、ロ又はハに掲げる者が大学法人の役員又は職員に対 逮捕又は公訴を知っ

して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公 た日から

訴を提起されたとき。

イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員 ４か月以上12か月以

（代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。 内

以下「代表役員等」という ）。

ロ 業者の役員（執行役員を含む ）又はその支店若しくは営 ３か月以上９か月以。

業所 常時契約を締結する事業所をいう を代表する者で 内（ 。） 、

イに掲げる者以外の者（以下「一般役員等」という ）。

ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外の者（以下「使用人」と ２か月以上６か月以

いう ） 内。

12 次のイ、ロ又はハに掲げる者が他の公共機関の職員に対して 逮捕又は公訴を知っ

行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を た日から

、 。提起され 契約の相手方として不適当であると認められるとき

イ 代表役員等 ３か月以上９か月以

内

ロ 一般役員等 １か月以上６か月以

内

ハ 使用人 １か月以上３か月以

内

（独占禁止法違反行為）

13 業務に関し独占禁止法第３条又は第８条第１号に違反し、契

約の相手方として不適当であると認められるとき（次号及び第 当該認定をした日か

17号に掲げる場合を除く 。 ら１か月以上９か月。）

以内

14 大学法人発注の契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第

１号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる 当該認定をした日か

とき（第17号に掲げる場合を除く 。 ら３か月以上１２か。）

月以内

（競売入札妨害又は談合）

15 大学法人発注の契約に関し、次のイ又はロに掲げる者が競売

入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで 逮捕又は公訴を知っ

公訴を提起されたとき（第17号に掲げる場合を除く 。 た日から。）

イ 代表役員等

４か月以上12か月以

ロ 一般役員等又は使用人 内

３か月以上12か月以

内
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措 置 要 件 期 間

16 他の公共機関の契約に関し、次のイ又はロに掲げる者が競売 逮捕又は公訴を知っ

入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで た日から

公訴を提起されたとき（第17号に掲げる場合を除く 。。）

イ 代表役員等 ３か月以上12か月以

内

ロ 一般役員等又は使用人 １か月以上12か月以

内

（重大な独占禁止法違反行為等）

17 大学法人発注の契約に関し、次のイ又はロに掲げる場合に該 刑事告発、逮捕又は

当することとなったとき 当該契約に政府調達に関する協定 平 公訴を知った日から（ （

成７年12月８日条約第23号）の適用を受けるものが含まれる場 ６か月以上24か月以

合に限る 。 内。）

イ 独占禁止法第３条又は第８条第１号に違反し、刑事告発を

受けたとき（代表役員等又は一般役員等若しくは使用人が刑

事告発を受け、又は逮捕された場合を含む 。。）

ロ 代表役員等又は一般役員等若しくは使用人が競売入札妨害

又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を

提起されたとき。

（建設業法違反行為）

18 次のイ又はロに掲げる契約に関し、業者が建設業法（昭和24 当該認定をした日か

年法律第100号）の規定に違反し、工事の請負契約の相手方と ら

して不適当であると認められるとき。

イ 大学法人発注の契約 ２か月以上９か月以

内

ロ 他の公共機関発注の契約 １か月以上９か月以

内

（不正又は不誠実な行為）

19 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行 当該認定をした日か

為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 ら１か月以上９か月

以内

（その他）

20 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当

たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若し 当該認定をした日か

くは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として ら１か月以上９か月

不適当であると認められるとき。 以内
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１０．納入業者へのお願い
(1)　本学からの物品等の購入依頼（発注）は、本学会計事務職員が行います。

　　 ・　受注時に本学会計職員であることの確認をお願いいたします。

(2)　本学への物品等の納品確認はすべて検収センターで行います。

　　　①　物品等の納品は検収センターへ納品してください。

　　　②　検収センター職員に納品物品の確認を依頼し、納品書に確認印をもらって

　　　　　ください。

　　　③　検収センター確認印のない納品書は本学の納品とはならないため、支払い

　　　　　することができません。

　　　④　納品書は業者の納品書を使ってください。

　　　　　なお、納品の日付は必ず業者で記入願います。

　　　⑤　納品日・納品時間等については、各検収センターと相談願います。

　　　⑥　宅配便等、本学へ直送される物品等については、必ず検収センターへ送付

　　　　　し、納品書を在中願います。
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検収センターの所在地図
【幸町地区検収センター】　【図書館検収センター】

図書館

１F　情報図書グループ

情報管理担当（図書）
ＴＥＬ　０８７－８３２－１２４７

システム管理担当（雑誌）
ＴＥＬ　０８７－８３２－１２５５

ＦＡＸ　０８７－８３２－１２６５

法人本部

１F　経理グループ

ＴＥＬ　０８７－８３２－１１０８

ＦＡＸ　０８７－８３２－１１０９
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検収センターの所在地図
【医学部地区検収センター】

図書館検収センター
（図書館医学部分館）

情報図書グループ
　　（医学系情報管理担当）
ＴＥＬ　０８７－８９１－２０８４

ＦＡＸ　０８７－８４０－２０５１

医学部管理棟

２Ｆ　管理課　用度第一係　ＴＥＬ　０８７－８９１－２０２３
　　　　　　　用度第二係　ＴＥＬ　０８７－８９１－２０２８
　　　　　　　経理係　　　ＴＥＬ　０８７－８９１－２０２２

　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０８７－８９１－２０３５

１Ｆ（北側）患者サービス課　給食係

ＴＥＬ　０８７－８９１－２０６４

ＦＡＸ　０８７－８９１－２０６５

附属病院病棟



19

検収センターの所在地図
【工学部地区検収センター】

本館（管理棟、福利・
　　　図書館棟、設備棟）

１Ｆ　工学部会計係

ＴＥＬ　０８７－８６４－２０１４

ＦＡＸ　０８７－８６４－２０３１

図書館検収センター
（図書館工学部分館）
２Ｆ　情報図書グループ
　　　（工学系サービス担当）

ＴＥＬ　０８７－８６４－２０６５

ＦＡＸ　０８７－８６４－２０３１
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検収センターの所在地図
【農学部地区検収センター】

農学部管理棟、講義室、図書館

１Ｆ　農学部会計係

ＴＥＬ　０８７－８９１－３０１１

ＦＡＸ　０８７－８９１－３０２２

図書館検収センター
（図書館農学部分館）
２Ｆ　情報図書グループ
　　　（農学系サービス担当）

ＴＥＬ　０８７－８９１－３０３０

ＦＡＸ　０８７－８９１－３０３５


